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平成２８年２月１０日 

 

平成２７年度地域型住宅グリーン化事業 

採択グループ事務局 様 

 

                       地域型住宅グリーン化事業評価事務局 

 

平成２７年度地域型住宅グリーン化事業の第３回進捗状況調査について 

 

 

 平素は、地域型住宅グリーン化事業の実施にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

 本事業については、国土交通省より第１回募集は平成２７年６月２４日付と平成２７年

７月１０日付で採択、第２回募集は平成２８年２月５日付で採択、既存グループに対する

配分変更を平成２７年１０月３０日付及び平成２８年１月２５日付で行ったところです。 

  

第３回の進捗状況調査を実施しますので、以下の内容をご確認の上、期限内に調査票を

提出して下さい。 

 

１．「今後、請負契約書を締結する旨の誓約書」による申請の要望調査 

今回の調査では、「今後、請負契約書を締結する旨の誓約書による申請」について、実

施見込み戸数と金額、追加実施が可能である戸数と金額についての要望調査を実施します

（当初予算のみ）。 

「今後、請負契約書を締結する旨の誓約書による申請」では、工事請負契約書の写しの

代わりとして当該誓約書を添付することで、交付申請をすることができます。 

ただし、今後、請負契約書を締結する旨の誓約書による交付申請については、予算の執

行状況より、交付を受けられない場合や交付決定額が減額となる場合があります。 

誓約書による交付申請の方法については、実施支援室の HP に詳細を掲載する予定として

おります。 

 

２．調査票の記入にあたっての留意点 

各グループから提出される進捗状況や追加事業実施の意向に基づき、予算の再配分を実

施する予定です。以下の点についてご留意いただき、別添のエクセルファイルの調査票に

必要項目を入力の上、平成２８年２月２２日（月）までに評価事務局へメールにて提出を

お願いいたします。 

今回の進捗状況調査についても各グループとも必ず調査票を提出して下さい。期限まで

に調査票の提出がない場合は、変更の要望がないものと判断します。 

なお、調査票の記入にあたっては、以下の（１）～（３）に注意して下さい。 

 

（１）【２７年度当初予算】既配分額の実施見込みについて 

・当初予算の既配分額については、以下の①～⑤のそれぞれについての金額を調査票に

記載してください。 

①交付申請済みの物件 

②契約済みであり交付申請が確実な物件  

③その他請負住宅で平成２８年３月末までに契約の締結が確実な物件 

④今後、請負契約書を締結する旨の誓約書による申請を行う予定の物件 

⑤着手困難となる物件 

なお、上記②、③、④に該当する未着工物件の場合は、3 月から 7月以降のいつ頃

着工するか記載して下さい。 
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・着手困難として報告された金額については配分額を減額し、減額した配分額相当を

追加実施が可能なグループに再配分する予定です。 

・当初予算分の完了実績の報告は平成２８年１０月末まで（予定）に行う必要がありま

す。正式な報告期限は追って発表します。 

・補助の申請が決まった場合には、速やかな交付申請をしていただき、竣工後は速やか

な完了実績の報告に努めて頂きますようご協力よろしくお願いします。 

 

（２）【２７年度当初予算】平成２７年度中の追加実施について 

・追加配分を要望される場合は、以下の①～③についての金額及び戸数を調査票に記入

して下さい。 

①既に契約済みの物件 

②平成２８年３月末までに契約が確実な物件 

③今後、請負契約書を締結する旨の誓約書による申請を行う予定の物件 

なお、上記①、②、③に該当する未着工物件の場合は、３月から７月以降のいつ頃

着工するか記載して下さい。 

・要望額が予算額を上回る場合は、すでに交付申請済みの金額や契約済みの金額に応

じて優先的に配分を行いますので、要望に添えないことがあることを予めご了承く

ださい。 

 

（３）【２７年度補正予算】三世代同居対応住宅の実施枠について 

※三世代同居対応住宅：調理室、浴室、便所又は玄関のうち、いずれか２つ以上を住宅内  

に複数箇所設置している住宅 

・既配分額の実施見込みについては、以下の①～⑤のそれぞれについての金額を調査 

票に記入してください。 

①交付申請済みの物件 

②契約済みであり交付申請が確実な物件 

③その他請負住宅で平成２８年３月末までに契約の締結が確実な物件 

④その他請負住宅で平成２８年６月末までに契約の締結が見込まれる物件 

⑤着手困難となる金額 

・三世代同居対応住宅の追加配分を要望される場合は、以下の①～④についての戸数

を記入して下さい。 

①既に契約済みの戸数 

②平成２８年３月末までに契約が確実な戸数 

③平成２８年３月末までに契約が見込まれる戸数 

④平成２８年６月末までに契約が見込まれる戸数 

・当初予算の既配分のうち、三世代同居対応住宅とする場合には、調査票の９．三世

代同居対応住宅の実施が可能な金額に計上して下さい。 

・三世代同居対応住宅の配分額については、三世代同居対応住宅の要件【別紙１】を

満たす必要があります。 

・三世代同居対応住宅の完了実績の報告は平成２８年１２月末まで（予定）に行う必

要があります。正式な報告期限は追って発表します。 

・１戸当たりの配分額は、長寿命型、高度省エネ型（認定低炭素住宅）は 130 万円/戸、

高度省エネ型（ゼロ・エネルギー住宅）は 195 万円/戸となります。 
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・地域材加算の適用を予定する戸数も記入して下さい（予算に限りがあることから要

望どおり配分できない場合があります）。 

・要望額が予算額を上回る場合は、契約が確実な分から優先的に配分を行いますので、 

要望に添えないことがあることを予めご了承ください。 

 

３．その他留意点 

（１）例年に比べると要望が非常に多く、ご希望に添えない配分状況となっておりますの

で、貴殿への配分額については確実な執行をお願いします。 

（２）配分額の変更により追加で事業の対象となる住宅は、国土交通省からの配分額変更 

に関する通知発出日以降に着工が可能となります。 

（３）配分額変更に関する通知発出日以降の交付申請において、中規模工務店が施工可能 

な補助対象住宅の戸数の算出は、再配分後の戸数により行うこととします。 

ただし、三世代同居対応住宅の実施にあたっては、工務店当たりの上限戸数の制限 

はありません。（中規模工務店の実施戸数上限も同様です。【別紙２】） 

（４）今回提出して頂く予算の執行見込みと最終的な実績に著しく乖離が見られたグルー

プにつきましては、次年度以降の採択や予算配分に反映する場合がありますのでご

留意下さい。（現時点では、次年度以降の採択や予算配分については未定です。） 

 

（問い合わせ先・調査票の提出先）           

地域型住宅グリーン化事業評価事務局 

TEL：０３－３５６０－２８８６ 

平日 9:30～17:00 ※12:00～13:00 を除く 

土日祝は休み 

 
提出先メールアドレス：demand@chiiki-brd.jp 
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別紙１ 

 
 

「三世代同居対応住宅」の要件について 
 
 
○調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか２つ以上を住宅内に複数箇所設置することとし

ます。 

 【具体的事例】 

・調理室と浴室をそれぞれ２箇所設置 

・調理室と便所をそれぞれ２箇所設置 

・調理室と玄関をそれぞれ２箇所設置 

・浴室と便所をそれぞれ２箇所設置 

・浴室と玄関をそれぞれ２箇所設置 

・便所と玄関をそれぞれ２箇所設置 

 

○なお、対象とする設備等については、原則として以下の通りとします。 

 以下に該当しないもので対象となりそうなものは個別に実施支援室まで問い合わせ下さい。 

 （１）調理室 

      調理室については、以下の①～③をいずれも設置していることとします。 

    ①給排水設備と接続されたシンク 

②コンロ又は IH クッキングヒーター（ガス栓か電気コンセントがある設置するスペ

ースでも可） 

③換気設備 

 （２）浴室 

    給排水設備及び給湯器に接続された浴槽又はシャワーがあり、防水の措置がされてい

ることとします。 

 （３）便所 

     大便器があることとします。なお、小便器が併設されていてもかまいませんが、小便

器のみでは要件を満たせません。 

 （４）玄関 

    玄関扉と土間（土足を着脱するスペース）があることとします。なお、勝手口（調理

室等に直接出入りするためのもの）や外側から施錠できない出入口（窓等）は対象外と

なります。 



 

5 
 

別紙２ 

 
 

三世代同居対応住宅に係る一工務店当たりの実施戸数の上限等について 
 

 
（１）一工務店当たりの上限について 
    三世代同居対応住宅については、制限の対象の範囲外とし、上限を設けま 

せん（平成２７年度補正予算に限る）。 
 

補助対象 通常 三世代対応住宅 

長寿命型（長期優良住宅） １０戸（２０戸） 制限なし 

高度省エネ型（認定低炭素住宅、

ゼロ・エネルギー住宅） 
３戸（６戸） 制限なし 

※通常部分の（ ）内は、特定被災区域に存する住宅生産者の上限戸数（地域型住宅 

グリーン化事業グループ募集要領（平成27年5月）【別紙５】、【別紙６】） 

 
 

（２）中規模工務店の実施戸数の上限について 

    三世代同居対応住宅については、制限の対象の範囲外とし、上限を設けま 
せん（平成２７年度補正予算に限る）。 

 

通常 三世代対応住宅 

配分戸数の１割 

または 

一住宅生産者当たりの割当戸数

のいずれか少ない方（※） 

制限なし 

※地域型住宅グリーン化事業グループ募集要領（平成27年5月）【別紙５】 

 
（注）三世代同居対応住宅の上限（制限なし）については、平成２７年度補正予算分に限る。 

 
 


